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集－２４

日影の規制時間について
関連条文 法第５６条の２、市条例第３５条

改正年月日 平成24年1月5日

窓口:建築審査課

（い） （ろ） （は） （に）

地 域
制限を受ける 平 均 地 敷 地 境 敷 地 境

都市計画法（昭和４３年法 都市計画法第８条第３ 建築物 盤 面 か 界 線 か 界 線 か

律第１００号）第８条第１ 項第２号イの規定によ ら の 高 ら の 水 ら の 水

項第１号の規定により定め り建築物の容積率に関 さ 平 距 離 平 距 離

られた用途地域 する都市計画が定めら が ５ ｍ が １ ０

れた土地の区域及び同 を 超 え ｍ を 超

号トの規定により建築 １０ え る 範ｍ

物の高さの最高限度に 以 内 の 囲 に お

関する都市計画が定め 範 囲 に け る 日

られた土地の区域 お け る 影時間

日 影 時

間

第１種低層住居専用地域 ６／１０の区域 軒の高さが７
３時間 ２時間(一)

又は ８／１０の区域（戸建 ｍを超える建

第２種低層住居専用地域 住環境形成地区に限る 築物又は地階）

を除く階数が 1.5ｍ

８／１０の区域（戸建 ３以上の建築

住環境形成地区を除く 物 ４時間 2.5時間） (二)

第１種中高層住居専用地域 １０／１０の区域 高さが10ｍを ３時間 ２時間(一)

又は 超える建築物

第２種中高層住居専用地域 ４ｍ

１５／１０の区域 ４時間 2.5時間(二)

２０／１０の区域

第１種住居地域 ２０／１０の区域であ 高さが10ｍを

第２種住居地域 って第１種及び第２種 超える建築物 ４時間 2.5時間(一)

又は １５ｍ高度地区

準住居地域 ４ｍ

２０／１０の区域（第

１種及び第２種１５ｍ
５ 時 間 ３時間(二)

高度地区を除く）

３０／１０の区域

近隣商業地域 ２０／１０の区域であ 高さが10ｍを

って第１種及び第２種 超える建築物又は
４ｍ ５時間 ３時間(二)

準工業地域 １５ｍ高度地区又は第

１種及び第２種２０ｍ

高度地区




